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研究要旨 

 外国人が医療機関を受診する際に医療機関側が抱いている一番大きい問題は言葉であり、

これは分娩期においてもあてはまる。看護専門職者（以下、主に助産師や看護師を示す）

は外国人妊産婦（以下、外国人で分娩期にある女性を示す）が快適に分娩を終えられるこ

とを目標にし、その看護専門職者が意思疎通の問題をどのようにとらえているのか現状を

把握し、問題点を発見することを目的として分娩に関わる看護専門職者に質問紙調査と面

接調査を行なった。調査内容は看護専門職者の経験月数、外国人妊産婦の分娩時の援助の

有無、および看護専門職者のできる外国語の有無が、看護専門職者自身の外国語能力、外

国人妊産婦の理解、誤解、日本語能力 4項目の心配にどのように影響しているのかを検討

した。できる外国語がない、また臨床経験月数が 36 ヶ月以下の看護専門職者は自分が外

国人妊産婦に示したことについて理解しているかという心配が、そうでない看護専門職者

よりも大きかった。さらに、外国人妊産婦には日本語会話能力の獲得を期待していると同

時に看護専門職者自身の外国語能力の獲得やレベルの向上もあげていた。通訳として妊産

婦の夫が分娩に参加することについて、看護専門職者の伝えてほしい情報が妊産婦に伝わ

っていないことが多いと看護専門職者は感じていた。分娩時に外国人妊産婦との共通した

言葉がないときは、外国人妊産婦の分娩時に適切なケアが行なわれていない可能性が示唆

された。その解決として、妊産婦の希望や訴えを十分受け入れ、文化的な相違や看護専門

職者の外国語能力での差別や偏りを生じさせないためには医療通訳制度の導入が分娩期に

も必要であると考える。 

 

Ａ. はじめに 

 平成 14 年の外国人登録者全体の 53.9%

は 20 歳から 39 歳までである。このこと

は外国人が労働力の主な年齢層というだ

けではなく、日本において妊娠、分娩、

子育てを経験する可能性が高いことを意

味している。異文化の中で分娩を経験す

ることはかなりのストレスであると思わ

れる。一方、看護専門職者も外国人妊産

婦の援助を行なう上でいくつかの不都合

を感じている。陣痛開始、破水、出血な

ど予測がつかず、異常と表裏一体にある

産科の領域においては妊産婦の習慣や風

習とあいまって、看護が密になり、言葉

や習慣を軽視して援助はできないと考え

る。日本の医療機関において外国人が受

診するときに医療機関側が問題としてあ

げた一番の問題は言葉である。外国人の

分娩の約 94%が病院と診療所で扱われて

いることから、このことは産科にも当然

あてはまる。このような状況の中で、看

護専門職者の立場から外国人妊産婦との

意思疎通についての現状を把握し、問題

解決に導く手立てとして本研究を行なっ

た。 

 

Ｂ. 研究の目的 

看護専門職者が意思疎通の問題をどの

ようにとらえているのか現状を把握し、

問題点を発見する。 
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Ｃ. 対象と方法 

１．調査対象 

 2003 年 8 月から 12 月まで、産科ある

いは産婦人科病棟で勤務している看護専

門職者で、分娩Ⅰ期、Ⅱ期の看護、ある

いは分娩介助をしたことがあり、必ずし

も助産師でなくても、分娩経過において

妊産婦に付き添い継続的に援助する、ま

たはしたことのある看護師でも良いとし

た。しかし、ナースコールがなったとき

だけ、など一時的に接する看護専門職者

は除外した。年齢、国籍、職業的な地位、

勤務形態などには基準を設けなかった。 

２．調査方法 

①質問紙調査 

 言葉を中心とした意思疎通について、

看護専門職者のできる外国語の有無、外

国人妊産婦への援助の有無、臨床経験月

数、看護専門職者自身の外国語能力、看

護専門職者が示したことを外国人妊産婦

が理解しているか、誤解しているのでは

ないか、外国人妊産婦の日本語会話能力

4項目の心配について、どのように影響

しているのか検討した。 

②半構造化面接調査による内容分析 

 外国人妊産婦への援助の経験のある看

護者に、基本的には 1対 1の面接調査を

行なった。調査内容は、外国人の分娩に

ついての印象、経験、思ったこと、感じ

たこと、言葉による意思疎通がとれなか

ったときの方法、気持ち、通訳の有無な

どを聞き取り調査した。 

 

Ｄ.結果・分析 

１.質問紙調査 

 調査の許可を得た施設は全部で 6つで

あった。質問票の配布総数は全部で 80 部、

回収数は 59 部で回収率は 73.8%であった。

有効回答数は 58 部で有効回収率は 72.5%

であった。看護師は 4名、助産師は 54 名

であった。平均の臨床経験月数と標準偏

差は 90.78±87.5 ヶ月、範囲は 6ヶ月か

ら 360 ヶ月であった。外国人妊産婦の分

娩Ⅰ期、Ⅱ期の看護、あるいは分娩介助

の経験があると答えた看護専門職者は 55

名（94.8%）、ないと答えた看護専門職者

は 3名(5.2%)であった。できる外国語が

ないと答えた人は 48 名(82.8%)、あると

答えた人は 10 名(17.2%)であった。(表

1) 

 意思疎通の心配について、外国人妊産

婦の分娩経過において援助するとき看護

専門職者自身の外国語能力の心配は、

“かなり心配する”だけで 34 名(57.9%)

おり、それに対して外国人妊産婦の日本

語会話能力の心配は“かなり心配する”

と“まあまあ心配する”を合わせて 33 名

(57.9%)で、相手の日本語能力よりも看護

専門職者自身の外国語能力を心配してい

る傾向が伺われた。（図 1） 

 臨床経験月数で、“かなり心配する”

“まあまあ心配する”を“心配する”群

とし、“少し心配する”“ほとんど心配

しない”を“心配なし”群として、χ2検

定、あるいはフィッシャーの直接確率検

定で両群を比較した結果、有意水準 5%未

満で有意差があったものは、臨床経験月

数 36 ヶ月以下の人で、“自分が示したこ

とを外国人妊産婦が理解しているかとい

う心配”が臨床経験月数が 37 ヶ月以上の

人より大きかった。（表 2） 

 “できる外国語があり”群と“できる

外国語なし”群を比較し、上記同様、χ2

検定、あるいはフィッシャーの直接確率

検定を行なった結果、有意水準 5%未満で

有意傾向を示したものは、“自分が示し

たことを外国人妊産婦が理解しているか

という心配”で、“できる外国語なし”

群の方が“あり”群より心配の度合いが

強かった。(表 3) 

 外国人妊産婦の分娩Ⅰ期、Ⅱ期の看護、

あるいは分娩介助の経験の有無について、

有意差はみられなかった。 

２.面接調査 

 参加者は 8 名で、全員助産師であった。

1対 1の面接調査であったが、希望で 1

組だけ 2対 1で行なった。面接時間は 30

から 50 分であった。 

①外国人妊産婦の日本語能力への印象 

 ・国籍や産婦の置かれている状況（二

世、三世でなどの代から日本で生活して

いる人とそうでない人）でそのレベルは

異なる。全く日本語が話せない外国人妊

産婦は少ない 

②意思疎通が難しいときの場面 

・ 怒責の誘導をするとき 
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・ 分娩進行が切迫してきたとき 

・ 看護専門職者から何か妊産婦にケ

アをしたいとき 

・ 看護専門職者にとって苦手なタイ

プの妊産婦を担当し、看護専門職

者がその妊産婦に受け入れられな

いとき 

・ 妊産婦の要求や希望がわからない

とき 

・ 看護専門職者の説明を妊産婦が理

解しているかわからないとき 

・ 緊急時 

・ 通訳として夫がその役割を十分果

たしていないと思ったとき 

③意思疎通が難しいときに実際に行なっ

た方法 

・ 日本語（簡単な日本語、相手のわ

かる日本語）で話す 

・ 筆談（漢字、英語の単語） 

・ 辞書（看護者側、産婦側）の利用 

・ 翻訳パネル・カード 

・ 妊産婦の言葉のわかる夫や友人、

学生の参加 

・ 緊急時は医師から説明 

・ 看護行為のみで話はしない 

・ 実際に妊産婦に接してから方法を

見つける 

④意思疎通が難しいときの受け止め 

・ 産科的なリスクのある妊産婦は心

理的に負担になる 

・ リスクがなければ気にならないし、

分娩自体はどうにかなる、乗り切

れる 

・ 最初に妊産婦に接するときは心理

的に構えたり、敬遠したいと思う

が感情的には嫌だとはならない。

しかし、業務上の負担が大きくな

るのではないかと心配する 

・ 言葉が通じないことで心理的な負

担を感じているときは妊産婦から

足が遠のく 

⑤外国人妊産婦に通訳として夫が付き添

うことについて 

・ 夫から妊産婦へは看護専門職者が

言ったことが全部伝わっていない

ことが多く、夫の中で情報を取捨

選択しているのかもしれない 

・ 分娩やその経過を夫が知らなくて、

妊産婦の状況に恐怖を抱き、冷静

な気持ちでないためうまく通訳で

きていないかもしれない 

⑥言葉による意思疎通の問題についての

解決方法 

＊看護専門職者の外国語能力  

妊産婦の訴えを聞き、安心感を与えたり

説明することを妊産婦の言葉でできたら

いいのではないかという観点から、看護

専門職者自身が外国語ができたらいいと

いう理想を抱いている。言葉の種類とし

ては英語が主で、その他自分が関わった

中で多い外国人の言葉をあげている 

＊外国人妊産婦の日本語能力への期待 

期待している看護専門職者と期待してい

ない人がいる。期待している人は外国人

によってその期待度は異なる。 

＊医療通訳の介入について 

日本語のできない妊産婦への介入として

第三者の通訳者を入れることには看護専

門職者全員抵抗がなかった。その条件と

して分娩のことやその経過を知っており、

病院の専属であることを希望している 

⑦妊産婦からの要求の伝え方 

片言の日本語や日本語のできる人を通し

て伝えてくる。また実際に行動で示して

くる 

 

Ｅ.考察 

 看護専門職者が感じている意思疎通の

問題について、看護専門職者と外国人妊

産婦の間で共通する言葉がないときや片

言の会話で援助がなされるとき、看護専

門職者はおおむね分娩自体はなんとかな

ると考えている。異常がない限り、分娩

の進み方は世界共通のものであるし、分

娩を扱う自分の技術レベルに自信を持っ

ていれば問題視していない。また心理的

な負担も言葉が通じにくいだけでは少な

いようである。ただし、できる外国語が

ない場合、また看護専門職者としての臨

床経験月数が 36 ヶ月以下の場合は外国人

妊産婦が理解したかどうかの不安が、そ

うでない看護専門職者よりも大きかった。

さらに緊急時や産科的なリスクのある妊

産婦、看護専門職者にとって苦手なタイ

プの妊産婦が外国人であり、なおかつそ
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の妊産婦と言葉による意思疎通が難しい

ときは心理的に負担が大きくなると感じ

ていた。 

 夫が分娩時に通訳として参加すること

については、夫の感情や通訳の技術など

の理由から看護専門職者は不適切と考え

ている。それに対して医療専門の通訳者

の介入は条件つきで受け入れる意志があ

ると判断できた。 

 分娩期は妊娠期や産褥期よりも確かに

短い時間ではあるが、痛みを伴い、いろ

いろな不安が生じる。そのような状況の

中で妊産婦の要求や訴えを聞き、できる

だけ妊産婦が安心して、快適に過ごせる

よう配慮が必要である。実際、妊産婦か

らの訴えは片言の日本語や日本語のでき

る人を通して伝えてきていた。相手が何

を考え、どう受け止めているのか十分把

握できないと妊産婦のストレスや不快を

最小限にできない。一方、看護専門職者

側もケアをしたいのにできない、妊産婦

の訴えがわからないなどストレスを感じ

ている。そして分娩経過において正常異

常の判断を迫られる場面は少なくない上、

ケアをするとき、いつどのケアをすすめ

るか、あるいはそのケアが妊産婦に合っ

ているのか等の判断を言葉なしで行なう

のは心理的な負担になり、さらに妊産婦

との間で行き違いや誤解が生じる可能性

がある。 

 全体として、経験的に外国人妊産婦と

の間で言葉の問題に遭遇していても、そ

れが問題であるととらえている人は少な

かった。意思疎通は言葉だけではなく、

非言語的なメッセージももちろん重要で

ある。ただし、感情表現は非言語メッセ

ージの中でも文化によって多様であり、

重要度も異なる。ケアを行なう上で非言

語的なメッセージから判断することも

多々あるが、外国人の場合、果たしてそ

れが適切かどうか判断するのは難しい。 

 その解決法として、質問紙調査でも面

接調査でも看護専門職者自身の外国語能

力をあげていた。看護専門職者個々人が

何らかの外国語を身につければいいよう

に考えているようであるが、外国人の国

籍が多様化してきており、看護専門職者

一人が何ヶ国語も話せることは不可能に

近い上、そのレベルの向上、あるいは外

国語一つにしてもその能力の獲得には時

間がかかる。また、言語の偏りや看護専

門職者間での外国語能力のレベルの違い

など、この解決法は妊産婦にとって必ず

しも最適とはいえない。さらにこれは看

護専門職者だけでは解決できない問題で

ある。このことを看護専門職者は理解し、

分娩時に十分なケアが提供できていない

ことをきちんと意識する必要がある。そ

してそのことを行政側に訴え、医療通訳

制度の確立を要求すべきと考える。 
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表１      
施設および対象の属性
         全体（総数６施設） 総合病院 A  産科病院 B   総合病院・医院 C 

 
年間分娩数             1137件     1145件   ①総合病院 225件 
(平成 14年)                            ②医院 a   421件 
                                                                      ③医院 b  情報なし 
                                                                                                             ④医院 c  情報なし                                    
全分娩数に対する          9.2%           2.1%     ①5.7% 
外国人の割合（数）                      ②2.6% 
                               ③情報なし 
                                                    ④情報なし 
多い外国籍            フィリピン   韓国・朝鮮 ①韓国・朝鮮、中国 
                 韓国・朝鮮                  ②フィリピン、中国 
                 中国                           ③情報なし 
                               ④情報なし 
職種 看護師     4名       なし     なし      ①なし 
                                  ②なし 
                                  ③1名 
                                  ④3名 
   助産師       54名                     19名       20名      ①6名 
                                                 ②3名 
                                                 ③4名 
                                                 ④2名 
臨床経験月数    90.77±87.46  54.0±42.2  80.2±90.6   138.1±99.6 
 
外国人妊産婦の分娩    あり 55名     19名       17名      ①6名 
第Ⅰ期、Ⅱ期の                             ②3名 
看護、あるいは                          ③4名 
分娩介助の有無                          ④5名 
           なし 3名    なし     3名     なし 
できる外国語     あり 10名     5名      2名        ①2名 
の有無                                ②なし 
                                ③なし 
                                ④なし 
           なし 48名   14名        14名       ①4名 
                                   ②3名 
                                                                 ③4名  
                                   ④5名 
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図１ 外国人妊産婦の分娩経過において援助するときの意思疎通の心配について 
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表２ 看護専門職者の臨床経験月数と意思疎通の心配 
 

外国人妊産婦の理解(N=56) 

外国人妊産婦の理解への心配  
あり・調整済み

    残差 

なし・調整済み 

    残差 

 

  合計 

36 ヶ月まで  18  2.8  2    -2.8     20 
37 から 108 ヶ月  11   -1.7 10     1.7     21 

臨床経験月数

109 ヶ月以上   8   -1.2  7     1.2     15 

     合計     37     19     56 

  χ2(2)=7.950 p=0.019<0.05      

 

 

 

表３ 看護専門職者のできる外国語の有無による意思疎通の心配 

 

外国人妊産婦の理解(N=57) 

                 外国人妊産婦の理解への心配
   

             

  

         

 

  あり   なし 

 

  合計 
できる外国語あり    4      6    10 

    なし     35     12    47 

  合計     39     18    57 
 
             フィッシャーの直接確率検定にて p=0.058>0.05  
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